
番号 80

　　　処　　　 分 　　　名

処　分　の　概　要

　　　根　拠　法　令　名

　　　条　　　　　　　　  項

　　　所　　　管　　　課 国保・年金課

　　　経由機関での処理期間 なし

　　　所管課での処理期間 即日

　　　標　準　処　理　期　間 計 即日

審　査　基　準

審査基準及び標準処理期間整理個表

高齢受給者証の交付

申請に基づいて、審査基準に適合した場合に交付する。

国民健康保険法施行令（昭和33年政令第362号）

第27条の2第1項

国保加入世帯の70歳以上の被保険者で、課税標準額145万円以上で旧ただし書所得の合計額が２１０万円を
超えた場合、自己負担割合3割の者が、２割もしくは軽減特例措置の適用により1割となるか否かについて、収
入合計額383万円（該当者が2人以上の場合は520万円）未満かどうかを基準として判定。
【根拠法令等】

国民健康保険施行令

第二十七条の二　法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日
の属する年の前年（当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年。
以下この項において同じ。）の所得について行うものとし、その額は、第一号に掲げる額（当該療養の給付を受
ける日の属する年の前年の十二月三十一日現在において世帯主であつて、同日現在において当該世帯主と
同一の世帯に属する年齢十九歳未満の被保険者で同年の合計所得金額（地方税法第二百九十二条第一項
第十三号に規定する合計所得金額をいう。）が三十八万円以下であるもの（第二号において「控除対象者」と
いう。）を有するものにあつては、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額）とする。
一　当該所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税（同法の規
定による特別区民税を含む。第二十九条の三第四項第四号及び第二十九条の四の三第三項第四号におい
て同じ。）に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と
区分して計算される所得の金額（同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の
金額、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条
第四項に規定する長期譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）第三十三条の四
第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条
第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同
法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額）、地方税法附則第
三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額（租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、
第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条
の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の
金額から控除する金額を控除した金額）、地方税法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲
渡所得等の金額（同法附則第三十五条の二の六第十一項若しくは第十五項又は第三十五条の三第十一項
の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引
に係る雑所得等の金額（同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の
金額）、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和四十四年
法律第四十六号。第二十九条の七第五項第一号において「租税条約等実施特例法」という。）第三条の二の
二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。第二
十九条の三第四項第四号、第二十九条の四の三第三項第四号並びに第二十九条の七第二項第四号及び
第五号において同じ。）の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項各号及び第二項の規定による控除
をした後の金額

※根拠法令や審査基準の内容全てを記載することができない場合は、
それらが記載された文書等の縦覧をもって代えることができる。



二　当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の十二月三十一日現在において年齢十六歳未満の控除
対象者の数に三十三万円を乗じて得た額及び同日現在において年齢十六歳以上十九歳未満の控除対象者
の数に十二万円を乗じて得た額の合計額
２　法第四十二条第一項第四号の政令で定める額は、百四十五万円とする。
３　前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
一　七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する被保険者であつて、療養の給付を受け
る者の属する世帯に属する被保険者（七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に
限る。以下この項において同じ。）について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十
万円（当該世帯に他の被保険者がいない者にあつては、三百八十三万円）に満たない者
二　当該療養の給付を受ける者（その属する世帯に他の被保険者がいない者であつて第二十九条の七第二
項第九号イに規定する特定同一世帯所属者がいるものに限る。）及び第二十九条の七第二項第九号イに規
定する特定同一世帯所属者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二
十万円に満たない者
三　七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する被保険者であつて、療養の給付を受け
る者の属する世帯に属する被保険者について第二十九条の三第二項に規定する基準所得額を合算した額
が二百十万円以下の者
　
老人保健法施行令等の一部を改正する政令の施行について（庁保発第0721001号）

※根拠法令や審査基準の内容全てを記載することができない場合は、
それらが記載された文書等の縦覧をもって代えることができる。
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※根拠法令や審査基準の内容全てを記載することができない場合は、
それらが記載された文書等の縦覧をもって代えることができる。


